
国 地 契 第 ５ ０ 号

平成３０年２月１５日

各地方整備局長 殿

国土交通事務次官

（ 公 印 省 略 ）

「工事請負業者の資格を定める場合の総合点数の算定要領」の一部改正について

標記について、工事請負業者の資格を定める場合の総合点数の算定要領（昭和41年12

月23日付け建設省厚第79号）の一部を下記のとおり改正することとしたので、遺漏なき

よう措置されたい。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順

次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改

正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するもの

を掲げていないものは、これを加える。



改正後 改正前

（経営事項評価（共通）点数） （経営事項評価（共通）点数）

第３ 建設業法第27条の23第３項の経営事項審査の 第３ 建設業法第27条の23第３項の経営事項審査の

項目及び基準を定める件の一部を改正する告示 項目及び基準を定める件の一部を改正する告示

（平成 年国土交通省告示第 号。以下「改正 （平成 年国土交通省告示第 号。以下「改正29 1196 26 1055

告示」という ）による改正前の建設業法第27条 告示」という ）による改正前の建設業法第27条。 。

の23第３項の経営事項審査の項目及び基準を定め の23第３項の経営事項審査の項目及び基準を定め

る件（平成20年国土交通省告示第85号。以下「旧 る件（平成20年国土交通省告示第85号。以下「旧

告示」という ）に基づき建設業法（昭和24年法 告示」という ）に基づき建設業法（昭和24年法。 。

律第100号）第27条の29第１項の総合評定値の通 律第100号）第27条の29第１項の総合評定値の通

平成30年３月31日以前に 建設業法施行規則等の一部知を受けている者及び 建 知を受けている者及び

以下 を改正する省令（平成26年国土交通省令第85号。設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号。

）第19条の７第２項の経営規模 建設「規則」という 以下「改正省令」という ）による改正前の。 。

等評価申請書に準ずる書類を提出した道路清掃作 業法施行規則（昭和24年建設省令第14号 ）第19。

業参加者等（選定要領第２第一号に規定する道路 条の７第２項の経営規模等評価申請書に準ずる書

清掃作業参加者等をいう。以下同じ ）の経営事 類を提出した道路清掃作業参加者等（選定要領第。

項評価（共通）点数は、次の各号に定めるところ ２第一号に規定する道路清掃作業参加者等をい

。 。） （ ） 、により算定するものとする。 う 以下同じ の経営事項評価 共通 点数は

次の各号に定めるところにより算定するものとす

る。

一～二 （略） 一～二 （略）

三 （略） 三 （略）

イ～ロ （略） イ～ロ （略）

ハ 選定要領第２第二号イの(ニ)に掲げる項 ハ 選定要領第２第二号イの(ニ)に掲げる項

目のうちイ及びロに掲げる項目以外の項目 目のうちイ及びロに掲げる項目以外の項目

社会性等 の点数は 次の(イ)から ( ) 社会性等 の点数は 次の(イ)から ( )（ ） 、 （ ） 、ル ヌ

までに定めるところにより算出した労働福 までに定めるところにより算出した労働福

祉の状況の点数、営業年数の点数、民事再 祉の状況の点数、営業年数の点数、民事再

生法又は会社更生法の適用の有無の点数、 生法又は会社更生法の適用の有無の点数、

防災協定締結の有無の点数、法令遵守の状 防災協定締結の有無の点数、法令遵守の状

況の点数、監査の受審状況の点数、公認会 況の点数、監査の受審状況の点数、公認会

計士等の点数、研究開発の状況の点数、建 計士等の点数、研究開発の状況の点数、建

設機械の保有状況の点数 国際標準化機 設機械の保有状況の点数 国際標準化及び 並びに

構が定めた規格による登録の状況の点数 機構が定めた規格による登録の状況の点数並

を次の算式によって計算した点数とする。びに若年の技術者及び技能労働者の育成及

を次の算式によって計び確保の状況の点数

算した点数とする。

算 式 算 式

(ｲ)～( )の点数の合計点数×10×190／200 (ｲ)～( )の点数の合計点数×10×190／200ﾙ ﾇ

(ｲ) 労働福祉の状況の点数は、次の算式によっ (ｲ) 労働福祉の状況の点数は、次の算式によっ

て算出した点数とする。 て算出した点数とする。

算 式 算 式

Ｙ ×15 Ｙ×15１ －Ｙ２×40

Ｙ：選定要領第２第二号イの(ニ)に掲げこの式においてＹ１及びＹ２は、それぞ



る項目のうち旧告示第一の四の１のれ次の値を表すものとする。

Ｙ ：選定要領第２第二号イの(ニ)に掲 (四)から(六)までの各項目について１

げる項目のうち旧告示第一の四の 加入又は導入をしているとされたも

１の(四)から(六)までの各項目に のの数

ついて加入又は導入をしていると

されたものの数

Ｙ２：選定要領第２第二号イの(ニ)に掲

げる項目のうち旧告示第一の四の

１の(一)から(三)までの各項目に

ついて加入をしていないとされた

ものの数

(ﾛ)～(ﾇ) （略） (ﾛ)～(ﾇ) （略）

(ﾙ) 若年の技術者及び技能労働者の育成 （新設）

及び確保の状況の点数は、旧告示別

表第十五の（１）又は（２）の区分

に応じ、別表第15の点数の欄に掲げ

（ ）る点数及び旧告示別表第十六の １

又は（２）の区分に応じ、別表第16

の点数の欄に掲げる点数を合計した

点数とする。

第３の２ 改正告示による改正後の建設業法第27条 第３の２ 改正告示による改正後の建設業法第27条

の23第３項の経営事項審査の項目及び基準を定め の23第３項の経営事項審査の項目及び基準を定め

る件（平成20年国土交通省告示第85号。以下「新 る件（平成20年国土交通省告示第85号。以下「新

告示」という ）に基づき建設業法第27条の29第 告示」という ）に基づき建設業法第27条の29第。 。

平成 改正１項の総合評定値の通知を受けている者及び １項の総合評定値の通知を受けている者及び

30年４月１日以降に 省令による改正後の建設業法施行 （昭和24年規則第19条の７第２項の経営 規則

規模等評価申請書に準ずる書類を提出した道路清 第19建設省令第14号。以下「新規則」という ）。

掃作業参加者等の経営事項評価（共通）点数は、 条の７第２項の経営規模等評価申請書に準ずる書

次の各号に定めるところにより算定するものとす 類を提出した道路清掃作業参加者等の経営事項評

る。 価（共通）点数は、次の各号に定めるところによ

り算定するものとする。

一～二 （略） 一～二 （略）

三 （略） 三 （略）

イ～ロ （略） イ～ロ （略）

算 式 算 式

Ｙ ×15 Ｙ×15１ －Ｙ２×40

Ｙ：選定要領第２第二号イの(ニ)に掲げる項目この式においてＹ１及びＹ２は、それぞれ次の

のうち新告示第一の四の１の(四)から(六)値を表すものとする。

Ｙ ：選定要領第２第二号イの(ニ)に掲げる項 までの各項目について加入又は導入をして１

目のうち新告示第一の四の１の(四)から いるとされたものの数

(六)までの各項目について加入又は導入

をしているとされたものの数

Ｙ２：選定要領第２第二号イの(ニ)に掲げる項

目のうち新告示第一の四の１の(一)から

(三)までの各項目について加入をしてい



ないとされたものの数

（共同企業体の特例） （共同企業体の特例）

第５ 共同企業体の経営事項評価点数及び技術評価 第５ 共同企業体の経営事項評価点数及び技術評価

点数の算定方法に関する特例については、共同企 点数の算定方法に関する特例については、共同企

業体の資格審査要領（昭和37年11月 27日付け建 業体の資格審査要領（昭和37年11月 27日付け建

設省発計第79号）及び次項から第７項までに定め 設省発計第79号）及び次項から第７項までに定め

るところによるものとする。なお、構成員が新告 るところによるものとする。なお、構成員が新告

示に基づき建設業法第27条の29第１項の総合評定 示に基づき建設業法第27条の29第１項の総合評定

値の通知を受けている者及び 値の通知を受けている者及び 第19条の７第平成30年４月１日以 新規則

第19条の７第２項の経営規模等評価申請 ２項の経営規模等評価申請書に準ずる書類を提出降に規則

書に準ずる書類を提出した道路清掃作業参加者等 した道路清掃作業参加者等である場合は、次項か

である場合は 次項から第７項までの規定のうち ら第７項までの規定のうち、第３を第３の２と読、 、

第３を第３の２と読み替えるものとする。 み替えるものとする。

別表８ 別表８

別表１３ 別表１３

附 則

この通知による改正後の工事請負業者の資格を定める場合の総合点数の算定要領は、

平成30年度以降に締結する工事請負契約に関する事務処理について適用する。

区分 防災協定締結の有無 点　　数

（１） 有 15

（２） 無 0

区分 防災協定締結の有無 点　　数

（１） 有 20

（２） 無 0

区分 建設機械の所有及びリース台数 点　　数

(1) 15台以上 15

(2) 14台 14

(3) 13台 13

(4) 12台 12

(5) 11台 11

(6) 10台 10

(7) 9台 9

(8) 8台 8

(9) 7台 7

(10) 6台 6

(11) 5台 5

(12) 4台 4

(13) 3台 3

(14) 2台 2

(15) 1台 1

(16) 0台 0

区分 建設機械の所有及びリース台数 点　　数

(1) 15台以上 15

(2) 14台 15

(3) 13台 14

(4) 12台 14

(5) 11台 13

(6) 10台 13

(7) 9台 12

(8) 8台 12

(9) 7台 11

(10) 6台 10

(11) 5台 9

(12) 4台 8

(13) 3台 7

(14) 2台 6

(15) 1台 5

(16) 0台 0


